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:      午前 lo時 Oo分 開会
○下河辺委員長 それでは、定刻 にな りま したので、これか ら会議を始めます。本 日も大
変お忙 しい中お集ま りいただきま して、ぁ りが とうございます。

結 lゞ呂告口[品懃■遁塁茫 、雪覗、彦鵠贔途中より御出庁される予定になってぉります。
なお、

事の途中で退出させてぃただ
きますので、

早速ですが

います。

何分御了解 ください。

、総合特別事業計画案の内容について、意見交換をさせてぃただきたぃと思

し

し

前回の委員会のときのバージョンにつきまして、御出席の皆様から大変多くの御指摘、
御意見をちょうだぃぃたしまして、事務当局の方でそれ らの点を盛 り込みまして、昨日来
御説明に回っていることかと思いますけれ ども、それなりに前回いただぃた御意見につい
ては、バージョンアップさせてぃただぃてぃるものを改めてお配 りをしてござぃます。
なお、大変恐縮でござぃますけれども、お手元に机上配付させてぃただぃてぉります資

料 3は 、今回もまた、会議終了後回収させてぃただきます。
それでは、      、特別時期計画中の賠償関係につきま しては、

よりそれぞれ御説明をお願いいた したぃと思います。

要領よくお進めくださぃ。

ありがとうございます。

それでは、計画について御説明させてぃただきたぃのですが、その前にお知 らせ とい う
か、昨 日、報道等でいろいろ出てお りましたけれ ども、東京電力が政府の方に提出 しまし
た柏崎のス トレステス ト。これに 200か所 ぐらいのケアレスミスといいますか、記載上の
ミスなどがあったとぃ ぅことで、枝野大臣の方からもしっか りしなくてはぃかぬとぃ ぅ叱
責の言葉 もあったりとい うことが起こってお ります。詳 しいことは、今 日、我々の方も東
京電力からどういう状況だったのかとい うことは聞こうと思ぃますが、一応そ ういったこ
とがあるとい うことだけ、冒頭お知 らせ させてぃただきます。

それでは、本題に入 らせていただきます。資料 3で ござぃますけれども、特別事業計画
ということで先 日いろいろと貴重な御意見をいただきまして、そ ぅいらたものを反映 しな
がら、先 日の委員会の後、東京電力とも計画ベースでの今後の調整もさせていただぃてぉ
りまして、余 り大きく変更するとい うことは今までも事実上いろいろな調整をしてまい り
ましたのでござぃませんが、若干の文言の修正などがあるような形になってお ります。
それでは、いっものようにポイン トをかいつまんでお知らせ しながら、適宜切 りながら

議論いただければと思つてお ります。

5ページからが本文でございますけれ ども、 6ページの 「②東電の取組みと関係者の協

力」というところがございます。ここの 「これまでの」という冒頭のパラグラフから4つ



の塊の ところで、先 日の委員会で■■■■ の方から御指摘がございました、特に原子力を

中心に今回、やつていかなくてはいけない 3つ の課題、賠償、廃止措置、安定供給につい

ては、国も東電 とともにきちつと責務 を果た していくべき存在であるとい うことをどこか

ではっきり書 く必要があるとい う御指摘がございましたので、ここで書かせていただいて

お ります。

ポイン トだけ述べます と、冒頭にあ ります ように推進主体である国、設置運営の当事者

である東電の双方が連帯 して乗 り越えていかなくてはいけない責務が課 されている。

賠償機構 とい うものも、そ うい う認識の下に国 と東電がそれぞれの立場から責任 を果た

してぃ くための枠組み として設けられたものであること。

東電については、賠償の責任、廃止措置の責任を負 う主体 として、あるいは供給義務を

負 う安定供給の直接の担い手 として、 しつか りと向き合つていかなくていけない。

4つ 目のパラグラフとして、国は機構法の第 2条 で国の責任について記載があるわけで

すが、それを引用 しながら一番最後の ところにございます ように、エネルギー政策や原子

力政策全体についての責務 と相まつて、自らの責任を貫徹 していく立場にあるとい う形で

書かせていただいてお ります。それに続いて、前回の文章につないでいく形にさせていた

だぃてお ります。

7ページロの上か ら 2つ 日、「国においては」とい うところで、国の責任、責務 とい う部

分についても、はつき りとここでまとめて記載する格好にさせていただいてお ります。

以上が 6ページ、 7ページの関係でございます。

8ページロ以降は、前回 とそれほど変わつてお りません。前回、安定供給の当面の需給

に向けた取組みみたいなものの記載がなかつたので、 9ぺ ~ジ ロの ところに③ として加 え

た りしてお ります。微修正でございます。

loペ ージロ以降が、どちらかとい うと構造的な課題 とい う位置づけに してお りますが、

内容 としては前回 と大きくは変わつてお りません。文言の修正等が若千入つているとい う

状況でございます。

12ページ、13ページも同様でございます。

強いて言えば、12ページロの④、意識改革の部分について、ここの書きぶ りは特に東京

電力に対す るある意味での評価を下 している部分でもございますので、少 し東京電力 とも

言いぶ りなどを調整 して、若干文言が変わつている状況でございます。内容 としてはほと

んど変わつていない とい うことでございまう。

冒頭のパラグラフで安定供給に対する使命感 とい うことが企業には根づいているとい う

部分がある。

一方で、供給側の論理であつた りとかさまざまな指摘が各方面で出されていることも事

実であるとい うことで、これから目指 していくべき意識改革の方向性 とい う議論につなげ

てぃくような格好にさせていただいてお ります。

14ページロと 15ページロが 「新 しい東電の方向性」 とい うことでございますが、これ



し

し

は先日、東電の方で議論していただいている途中段階のものを委員会でお示しいたしまし

て、御議論いただきましたけれども、あそこで言われた非常にわかりにくい言葉が多いと

か、流通部門のところについてはもう少し書くべきものがあるのではないかというた御指

摘があったかと思いますが、そういったことも踏まえて東電の方で改めて役員クラスまで

上げて議論して、少 しわかりやすい言葉になっているかと思いますけれども、今、こうい

う案で東京電力の方で考えているということで、引き続きブラッシュアップをしていくと

いうことではございますけれども、方向性としてこういうことでどうでしょうかというこ

とでございます。

柱としては(大きく3っで、先日お見せしたものと余り大きく変わっておりませんが、
1つ 目が責任を全うするという部分でございます。

2つ 目が、開かれた東京電カヘということで、冒頭にありますょうに、被害に遭われた

方あるいはお客様の声に耳を傾けて、皆さんの立場に立って業務に取り組むといちた内容、
機構改革あるいは取引の見直 し、意識改革を通 じて開かれた東京電力にしていくとい うこ

とでございます。

3点 目が、お客様、社会 とともにエネルギーサービスを変革するとい うことで、ここも

いわゆる IPPであった り他の事業者 と連携 しながらエネルギーの現状変化、特に環境変化

が激 しい中で、そ ういつたことをしながら強調‐、連携によって改革に取 り組んでいくとい

つたことであります とか、そのために流通部門の中立性、公平性を向上させていく必要が

ある。

小売 りの部門についても、需要家の皆様のさまざまなインセンティブを提供 した上での

御協力をいただくといったことも求められているとい うことで、そ ういつたこともはっき

り書 くような格好になってお ります。

その枠の下に 3行 ございますけれ ども、いずれにしましても、新 しい経営体制の下で、

これからの東電に一番大事な部分も 1つだと思いますので、彼らの中で次代を担 う中堅社

員、若手社員を中心として、新 しい方向性 とい うものを更に深掘 り、具体化 しながら社員

への周知徹底を図つていくとい うことで、新 しい経営陣の下でこれを最終的に固めていく

とい う位置づけを明確にさせていただいてお ります。

17ページの一番下の 4行、先 日御議論いただいて、なかなかわか りにくい文章だとい う

ことで少 し見直しをしてお ります。廃炉費用 と賠償費用についてでございますが、東電が

この 3つ の課題の事業を今後も継続 して着実に実施 していくため、廃炉費用や賠償費用に

ついて将来見通 し等を踏まえて必要となる場合には、機構法の枠組みとの整合性を保ちつ

つ、制度面での追加的措置の可否について検討することを政府に要請するとい うことで、

可否について検討するといつたことであるとか、必要となる場合にはといつた文言、先 日、

御指摘いただきましたものを盛 り込みながら、可能な限 りわか りやすい文章にさせていた

だいております。

とりあえず、ここまでのところで一度切 らせていただければと思います。



○下河辺委員長 ここまでのところで御意見をいただきたいと思います。

-.Eaz"o■■■■ ありがとうございました。

16ページ ロの改革導入期間ですが、前に 2013年 6月 まででは長過ぎると申し上げてい

て、今回は 4月 になつてい ます。非常に良いことではあると思いますが、 日程的に大丈夫

だったのか とい う点のみ確認 させてくださいませ。

○■■■■  これはこの前御指摘があつて、人事 自体は 6月 の株主総会を経て とい うこと

になりますけれ ども、社内カンパニーとかそ うい うところはなるべく早くやつた方がいい

だろうとい うことでこういう形に変えました。ただ、これもまだ東電 とはがたがたしてお

りますので、この方向で今、調整をしているところでございます。

○下河辺委員長 ■■■■、どうぞ。

○■■■■  いろいろ修正をいただいてょかったと思いますが、いろんなところにばらば

らに書いてあるので、何ページまでのところでとい うと全部入るわけではないんですが、

1つ 10ページの ところに書いてある話で、ビジネスモデルの話があ ります。地域独 占、総

括原価性、そのかわ リユニバーサルサー ビスを義務づけるとい うシステムで来たんだと。

これが事故によつて資金が足 りなくなつた と。足 りなくなつたので当面の対策 として、

例えばコス トを下げていくためには、外の能力を確保する必要があるとい うことで新 しい

火力発電所などをリプ レイスするのには外の知見を使つてい く、外部の能力を活用すると

い う話でつながつていって、それが最後にそのまま新 しいビジネスモデル と展開 していく

のです。

私は、その新 しいビジネスモデルが何なのかについては、まだ非常に議論があ り得ると

ころであつて、私はどちらか とい うと今までのビジネスモデルをいかに一部修正す ること

はあるかもしれないけれ ども、使つていくかとい う方が電力事業 とい う特殊性か ら見ると、

合理性が高いと思 うのです。

ところが、この議論の展開 とい うものは金が足 りなくなったので外部活用するのだと、

外部活用をすることを前提にして、例えば IPPあ るいは送電ネ ットワークといつたものを

それに合わせていくのだ とい うことなのです。いささか議論に飛躍があるのと、十分新 し

いモデルについての検証の議論は全 くなされていない中で、それを断定的に書 くとい うこ

とは非常に問題があるので、これは 1つ の検討の方向 として、そ うい うものを探るとい う

ぐらいに しておかなくてはいけないと思 うのです。

これは後の方にも書いてあるところですが、特に送電線のネ ッ トワークのところにも書

いてあ りますが、透明性、中立性あるいは増強の際に、部外電源の活用を前提 とした送電

線をつ くるとい う話になると、これは尻尾の都合で胴体を動かすような話になるのです。

送電線 とい うものは最 もつ くりにくいだろ うし、一番固定性の高いものでありますか ら、

そ うい うものを例えばキャッシュフローのために活用 した部外の電源の都合に合わせてや

ってい くのだとい う論理構成に飛躍があるのと、検証が全 くされていないままで、ある種

ヘ



し

の ドグマをここに突っ込んでいるとい う感 じが します。

その部分とい うものは、したがってわからないことはわからないと。わからないことに

ついては 1つの可能性 として検討 し、もしそれが有効であれば活用 していくと書いておく

べきではないか。これはここだけの話ではなくて、ほかのところにも随所に出てくる話な

のですけれ ども、そ うい う感 じがいた します。

○下河辺委員長 ありがとうございます。          | |
今の点、|■■■、.何かございますか。                 ■|

○■■■■ 本の■■■■の御指摘のところは、多分相当抜本的なところだと思 うのです

けれ ども、少なくとも 10年 あるいは 20年にわたって資金調達において相当な困難が生 じ

るという状況は状況 としてあるのだと思われます6

-方で、節電努力を今までとは違つた形で引き出さなくてはいけないと。それから、10

年、20年にわたって発電の施設の更新も含めてやるときには、相当他社との協力において

やらなくてはいけないということで、今までとは長い期間にわたってある程度違 う形をと

らぎるを得ないということはあるんだと思うのです。      |
したがつて、今回のような書きぶりにしておりまして、ビジネスモデルそのものを大き

く変換することが是か否かということは、多分政策論と関わつてくると思 うのですけれど

も、私ども機構の立場で今まで東電と議論 してきたことは、現実問題として 10年 t120年

はそういう資金制約あるいは設備投資の制約が非常に大きいので、その中でどうやつてい

くかという.こ とであれば、こういうことだろうと考えてこういう提案をしております。

o■■■■ lo年、20年 というものは通常の企業についてぃうと北較的長いタイム不パン

だと思 うのです。

し

ですから、モデルの話に飛ぶのではなくて、キャッシュフローならキャッシュフローの

乏しい中でどうやってしのいでいくかとい うしのぎの話 として書 くべきだと思 うのです。

ですから、結論はいろんなことを書いていいと思 うんですけれ ども、不確定なものは十

分検討 した上で何を選ぶか決めるんだとい うニュアンスをどこかで出すということを書い

ておかないと、後で自分が舌をかむという話になりかねないので、これも書きぶ りの話だ

と思 うのです。

そ うい う議論があるとい うことは言つてもいいと思 うのですが、そ うだとい うところま

で私は全く意見が違います し、多くは違 う意見の人が多いのです。後の部分も含めてです

が、そこは余 り1つ の可能性だけに重心を預けないとい うことはやつた方がいいのではな

いかと思いました。

○|■■■ 今、|■■■からこれは書きぶりの話だと言つていただいたので、これはい



ずれにせよ運営委員会で議決 をしていただいて、合意を取 らないといけない性格のものだ

と理解 してお りますので、書きぶ りの ところで運営委員の方で見解が違 うところがあるの

は当然だと思いますので、その見解の違いの余地をどこまでのみ込めるか とい う書きぶ り

の工夫は してみたい と思いますが、それでもつて最後に結論 を出 していただきたい と思い

ます。

○下河辺委員長 ■■■■ 、どうぞ。

o■■■■  先ほどの御意見は非常に基本的な部分に触れるところなので、私は考え方が

違いますので申し上げたいと思 うのですが、本件については、第二者委員会でいろいろ検

討 した結果(今までの東電の地域独占的な運営の弊害がいろいろ指摘 されたわけです。そ

の 1つ の解決 として、第二者委員会では電源構成の多様化、電事法で今まで 目指 してきた、

徐々に改定を加 えてきた自由化の道を更に積極的に進めるべきだ と。それは電源構成を多

様化 していくことであるとい う方向で検討が進んできたと認識 しています し、私はそのこ

とは正 しいことだと思らていますので、競争を確保す る、電力の自由化を更に進めていく

とい う基本の部分については、やは り委員会で堅持 していただきたい と思つてお ります。

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

I.Ei?"
o■■■■  委員会の議論 とい うものは、あれは自由化の結論をした議論ではなかつたよ

うに思います。あれはすべていろいろ議論 した結果、原子力損害賠償支援機構の参考に供

するためになされたものとい うことになつてお りますか ら、そこで議論が どう進んだか、

自由化するか しないか とい う議論について意思決定 したわけではあ りません。

私は、電力の自由化 とい うのは事業の性格か ら見て、昔か らナチュラル・モ ノポ リー と

いいますけれ ども、独 占を制度 としてつ くるのではなくて、自然に独 占になつて しま うの

だとい う性格の事業。そ して、新 しい参入が容易には出てこない事業、 1日 でもとまつて

しまつては困るタイプの事業に対する事業の統治方法 とい うか規制方法 とい うものは、独

占を認 め、ユニバーサルサー ビスをそれによつて確保 し、規制によつて消費者の利益な り

正当性 を守つていくとい うモデルがあつたわけで、それ もここに書いてあるわけです。

それは 1つのモデル としてあるわけであ り、その正当性が否定 されたわけではないので

す。事故が起 こつた結果、資金が足 りなくなつたとかいろんな問題が起 こつているとい う

だけですか ら、そこは既に方向が決まつたんだ とい う書き方ではなくて、先ほど嶋田さん

が言われたように、いろんな議論がある中で、そ うい うことも検討の俎上には上せていく

べきであると思 うとい うぐらいの書き方に しておけば、よろしいのではないか と思 うんで

す。

世界の流れから見ても日本の現状か ら見ても、そんなに簡単に自由化なんて話になるわ

けではないのであつて、その ところを余 り軽々に結論づけない方がいい し、そんな議論は

していなかつたと思います。

○下河辺委員長 あ りがとうございました。

⌒



し

し

I. Ei?.
○■■■■ 私は現状のスタンスでよぃと思います。   '
■■■■のような意見があるとい うことは承 りました。世界の流れから見ても日本の現

状から見てもとい う■■■■の現状認識は伺いましたが、その現状認識はここの委員会で
共有されているものではなく、■■■■の御意見として承 りました。私は違 う見解を持っ
てお ります。

ただ、|■■■が御指摘のように電力事業は lo年、‐20年だけではなく、50年 とい うこ
とも見据えてやらなければいけないとぃぅ側面があるのは間違いありません。ここの文章
が仮に50年後の東電を非常にきつく縛るという意図が強く出ているとするならば、そのフ
レキシビリティを失 うとい うことは確かに大きなロスだと思いますので、もしそ うなって
いるとするならば、修文は必要だ と思いますが、私はこの文章を見て 50年後の東電を縛 る
ような、そ うぃ ぅ類のことが書かれているとは思えません。          |
以上です。

○下河辺委員長 あ りがとうござぃま した。

ι畷

点

坂::F:::11:ri::11ち に、基本的にはこの文章の書きぶ りで
よいと思うてお ります。

ビジネ
スモデルについて■■■■が御指摘 されま したが、この内容をよく見ると別に何

か制度変更を しょうとかとい う話では特にな く、できる1筆四で、現行制度の中で東電 自身
がどのように行動.していつたらお客様のためになるのか、あるいはキャッシュをセーブす
ることに資するのかということについて、ぃろいろ示唆 しているとい う内容にしか私には
読めないのです。      |

ですから、現在経営が厳 しいということは先ほど■■■■がぉっしゃったょぅに事実で
ござャヽますし、それに立ち向かっていくためにどういったことがぁるかということを書い
てあるだけのように思いますので、繰り返しですが、私はこの書きぶりでょ―ろしいかと存
じます。

:二品邑風
員
炉葉IItl第塚

'11110年

後を縛るか縛らないかといぅことは、10年後
は 20年後を拘束 し、20年後は 50年後を拘束 します。したがって、当面の対策 として何を

やるかとい う話は目の前の状況から対応が決まってくると思いますが、制度とか仕組みと

かいう話にな りますと、一歩間違った方向にスタンスを出せば、それはその後相当長期に

わたつて事態を制約 していくことにな りますから、最初の一歩とい うものは常に大事なん

です。

したがつて、文章を書くときに今は当面のことだからといって当面のことだけを書く分

にはいいんですけれども、制度的なもの仕組みに関わるもの、これは後で申し上げようと

思つたんですが、人材の質と士気、技術の確保に関するような部分とい うものは、よほど



慎重に しておかない と後で批判に耐えなくなると思います。

私は、非常に正直に言つて、この文章はいずれ公表 されることになるで しようが、世の

中の批判に耐えない可能性があると考えてお ります し、私は後で恐 らくいろんな形でフラ

ッシュバ ックが来るとい うことも頭に置きなが ら、いろいろなことについての可能性 とい

うもの、可能性のものは可能性にとどめ、や らなければいけないものはや ると書 くとい う

書き方は心がけた方がいい と。 どこの部分をどう書いたらいいか とい うのは、私が文章を

書いていい とい うことであれば、 1週間もあればつ くりますけれ ども、それは有能な方が

い らつしやるのでお任せ しますか ら、自分の将来、 日本の国の将来を一定の方向に独断的

に限定 しない方がいい と思います。

o■■■■ よろしいですか。やめましようか。
○下河辺委員長  よろしいのではないですか。特に何か。

ol■■■ ありません。
○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

この点について、■■■■からいただきました御意見、Hページの②の前文のところ、

「ビジネスモデルをとつてきた。 しかしながら」と受けて、その下の 1、 2、 3がつなが

っているところから、「ビジネスモデルをとつてきた。 しかし」とい うつなが りからして、

場合によると一部、|||■ の御指摘のような、これまでのビジネスモデルを否定すると

受取られかねないニュアンスはあるかなという気もしなくもありません。

ただ、本質的なところでは■■■■がおつしやられたとおり、書きぶりの問題にとどま

らないとい う点が間違いなくございますので、ただいまいただいた■■■■の意見につい

ては、改めて今週金曜日に委員会が予定されていますので、それまでの間に委員の方も改

めよく御検討いただいて、再度金曜 日のバージヨンで事務当局の方の修文も含めてお諮 り

ぃたしたいと思いますが、今 日のところはよろしいですか。

それでは、時間の関係がありますので、次に進みます。

○       ありがとうございました。

そ うしましたら、18ページロ以降でございますが、18～ 21ページ辺 りは特段変更はござ

いません。22、 23も 変更がございません。25ページ、26ページ、これはいわゆる廃止措

置の関係も以前御議論いただいたものを反映する形で、前回からの大きな変更はございま

せん。

28ページロ以降は、前回御議論いただいていなかつた賠償についてのパーツでございま

すので、こちらの方は     から御説明させていただきます。よろしくお願いいたし

28ページに賠償総額の全体像 とい う文章があ りますが、■■■■ から、

こちらの注の部分についてタスクフオースの見通 しを改めて新 しいデータを入れるか否か

とい うことについて、除染の費用の見通 しがつかないとい うことは同 じなので、あえて入

れる必要はないのではないか とい う御指摘があつたかと思いますけれ ども、こちらについ

⌒
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ては、引き続き新 しくできた見通 し、試算を精査 してお りますので、その結果 を踏 まえて
対応 したい と思ってお ります。

29ページは、今週の金曜 日に賠償審査会が夜にあるんですが、夜の結果 を踏 まえて指針
の中身を書 こうと思っていますが、ここに書いてあることは全 くの予定稿でございま して、
このよ うになるかどうかはまだ決まってお りません。 こんな感 じとぃ ぅィメージだけっか
んでいただければと思います。

30ページに、この指針の追補を踏まえて要賠償額の変更を行 うとい うことが 30ペ ージ
に書いてあります。

31ページロ以降は、賠償の迅速かつ適切な実施のための方策 とい うことでござぃまして、
これは前回、資料配付 させていただぃたものと大体同じでござぃますので、今後の取組み
のポイン トだけ御紹介 させてぃただきたぃと思います。
34ページロ以降に、「5つお約束」の徹底の部分がございまして、35ページロに、賠償

の迅速なお支払いのところがござぃます。前段がこれまでの取組みということでござぃま
したが、今回、35ページの下段、対応のさらなる強化とい うことで、 1っ 目に合意書返送
期間を短縮することといたしたぃと思ってお ります。従前は、確認作業に 3週 間、合意書
返送後のお支払期間に 1、 2週 間とい うことだったんですが、この 1、 2週間とい うもの
は 1週 間に短縮 したいと思ってお ります。

36ページ、福島の自治体の住民票データの収集に御協力いただけるとい うことにな りま
したので、かなリスピードアップして156万人に対する自主避難の賠償が可能になってお
ります。そこで、自主避難の賠償については、請求をいただいてか ら3週 間以内のお支払
いとい う目標数値を設けたい と思ってお ります。既に、請求書はぱらばらと来てお りま し
て、恐 らく今週末か来週辺 りか らお支払いが始まる。かな り順調に進んでいる方向か と思
います。

そのほか、 ウの他の本賠償の迅速かつ適切なお支払 とい うことについても、車両など従
来の賠償 とは違った財物的な賠償 もあるんですけれ ども、こちらについても 3週 間、 1週
間とい う目標数値を設けることといた しま した。

37ページの下段に、きめ細やかな賠償のお支払の対応のさらなる強化 とい うことでござ
います。38ページの一番上に、これまでの問題点 としてスピー ド優先だったので、減額査

定を受けた場合に、結果だけ通知 して理由が開示 されていないとい う問題点がございま し

た。そこで、今後は減額になる場合には請求金額細説明書 とい うものをつ くらせて、ここ

とここは減額にな りま したとい うことを説明 し、不満がある場合は、その内容について争

えるような仕組みに したいと思つてお ります。

39ページ、和解仲介案の尊重でございます。従来の計画では、和解仲介案を尊重す ると

い う基本的なコンセプ トは 1つ だったのですけれ ども、今回の計画ではその中身をもう少

し具体的な書 こうとい うことでございます。対応の さらなる強化 とい うことで、申立手続

の迅速化への協力 とあ りますが、これは要するに紛争解決センターでは事務がパンクしそ



うなので、申立人の了解を得たものについては、東電でその一部をお手伝いしていこうと

い うことでございます。

40ページ、和解案の尊重 と迅速かつ柔軟な対応 とい うことなのですが、単に和解案を尊

重するとい うだけです と、何年 もかかつて尊重すればいいではないか とい うことにな りか

ねないので、もう少 しスピー ドアップしつつ、今後 どうなるんだとい うことを見通 しをつ

けやす くするようにしていこうということでございます。

40ページの下のところで、和解仲介案の他の案件への拡張とい うことも考えてお ります。

41ページ、親切な書類手続 とい うことで、請求書類の簡素化、今月から9ページに大幅

に削減 したいと考えてお ります。

42ページ、誠実な御要望への対応 とい うことで、いろんな要望を受けて仕組みを改めて

いくとい うことなのですけれ ども、最近の例 として一番下の行にありますが、避難生活な

どにおいて知人の家にお泊 りになつた場合に、謝金を払 う場合があるんですけれ ども、そ

ぅいったものも御要望を踏まえて対応 しているという例を書いてお ります。

43ページロ以降は、機構による対応 とい うことでございまして、福島に訪問相談チーム

を派遣 しているのですが、これについて常設の相談場所をつ くつた り、あるいは山形県、

新潟県にも相談チームを派遣 した りす るとい うことで、 2順 日の訪問相談チームの派遣を

するとい うことになつてお ります。福島、山形、新潟以外についても、地元の弁護士会 と

協力 しなが ら相談事業を行つていくとい うことを書いてお ります。

賠償部分については、以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

ただいま説明いただいた賠償関係について、何か御意見とい うよりは御質問になるかと

思いますけれども、何か御質問等ございますでしようか。

―
、どうぞ。

ol■■■  2点 ございます。まず 1点 は今後の対応についていろいろと書いてある部分

ですが、少 し無理かもしれないですが、いつからやるのかという記述があつた方が良いの

ではと思いました。

もう一点ですが、賠償開始の時点では、仮払いからスター トし、現在は本払いになつて

いると理解 してお ります。御説明から、書類を送るまでの期間を短くするとい うことは分

か りましたが、和解するまでに多くの時間を要 した場合、その間の生活費は発生 している

と思 うのですが、それに対 して、一部仮払いをしてほしいという声があるやに聞いてお り

ます。その話は出ていませんでしたが、その辺 りはいかがでしょうか。

1つの日の開始時期については、できる限 り入れたい と思つてお りま

す。これは東電と要調整事項が結構多いのですけれ ども、頑張 ります。

和解手続中に仮払いができないかとい うことは、誠にごもつともでございまして、そこ

で 40ページのイのところで、和解案の尊重と迅速かつ柔軟な対応 とい うことで、和解案の

全部について同意できない、まだ協議をする必要があるとい う場合がときどきあつて、そ

⌒
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し

うい うときにこの部分 とこの部分とこの部分は異論がないのであれば、先に払つてもいい
のではないかとぃ ぅ議論があって、そこでこれについても明確に記載 したいと思ってお り
まして、 2つ のポツ、紛争解決センターから提示された和解案については、東電 としてこ
れを尊重 し、項 目ごと及び項 目内の部分払いを含め、速やかに回答するとい うことで、シ
ングル・アンダーティキングで全部だめとか、全部協議 しますとか、それはやめていただ
くことにして、こことここは払います。こことここは引き続き協議 します とい う回答方法
にしていただきたいと考えてお ります。

継続 して協議する場合は、和解案に対 して継続 して協議する方針の場合は、被害者の方々
にその趣旨を十分説明 し、御理解いただけるよう努めるとい うことになってお りまして、
反対の趣旨で言っているのかt多 くは引き続き協議 したいのでちょぅと待ってくれ という
話なので、それをきちんと説明 して被災者の方が驚かないようにしたいと思ってお ります。
○下河辺委員長 よろしいですか。

その他、御質問、御意見はおありにな りますか。

センターの受付段階で、基本的には人的な問題からのボ トルネ ックが大分致命的な形で
起こっているような記述になっていますけれ ども、弁護士会 としては更に一段の逐次人的
投入の可能性 とい うものはもはやないようなことなんですか。■■■■、御存 じであれば。
○|■■■ センターの方人は、集団申立などが地域的にはこれからかなり出てくるとい

うことが予想 されていまして、現状、かなり仲介委員、調査員、事務職 も含めて満杯状態
になっていると聞いてお りまして、更に今後、集団申立をするとその体制が懸念 されると
いうことで、今、 1つは人員体制を更に強化するとい う方向で各方面で御努力 していただ
いている。これは予算措置の問題 もあるのでしょうが、そ うい う努力がされていると聞い

てお ります。

それに見合って、人出しの問題についても弁護士会の方に協力をお願いして、今、その

準備はしていただいていると聞いてお ります。

○下河辺委員長 どうぞ。

■■■■の御説明の数字的な話なんですけれ ども、現在、仲介委員が

約 130人 ぐらいお りまして、これを 140、 150あ るいはもつととい う方向で弁護士会に申入

れている状況で、ただ、弁護士会もそれだけ人を集められるかとい う話もございますので、

これは日下調整中でございます。

調査官については、センターに常駐 している人なんですが、今、30人 ぐらいいるのです

けれども、これを四十数人にするとい う方向で予算措置をしているとい うことでございま

す。

事務職員についても、今、三十何人かいるのですけれ ども、これを四、五十人台に徐々

に増や していくとい う方向で準備をしているとい うことでございます。

ただ、そ うはいつても今は 1,200件 ぐらいの申立てが来ていて、和解が成立 したものが

二十何件ですので、全然足 りないとい うことは客観的に明らかでございます。

○
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そこで今回、計画の中では 39ページの ところなんですけれ ども、一番下のところで当事

者 とい うか申立てを した方の御承諾が得 られ るのであれば、証票を集めるとかあるいは意

味が判然 としない部分について、これはこうい う意味ですかみたいな、そ うい う下働き的

なものを東電側でも協力 して くださいね とい うことを新たに書いて、ADRセ ンターにおけ

るマンパワーの不足みたいなものはできるだけ補って、能力的には東電の方が圧倒的にマ

ンパワーが多いですので、活用 していく方向で調整 してお りますので、具体的には今年、

東電とADRで調整する必要がありますが、方向性 としては両者協力 してやつていこうとい

うことで解決 していくことを考えています。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

この関係で御質問がなければ、次に移 りたいと思います。■■■■、47ページ以降をお

願いします。

あ りがとうございます。47ページロ以降に移 らせていただきます。

47ページロ以降は、事業運営に関する計画 とい うことで、これはほとんど細かい修正の

みの部分でございますが、47ページの上半分に事業運営の基本的方針 とい うものがござい

ます。ここは先ほどの新 しい東電の方向性 というものを踏まえながら、それに合つた形で

修正した形にさせていただいてお ります。内容的には、先ほどごらんいただいたものと同

じような形になつているかと思います。

47ページ下半分の (2)、 経営の合理化のための方策、ここからが合理化のパーツでご

ざいます。ここは大体前回も御指摘いただいたものは反映させていただいてお りますが、

大きな変更はございません。

50ページ以降も続いてお りまして、図表も作成中のものが多いですけれども、57ページ、

これは字が小さいのでもう少 し工夫 してみようと思いますが、こういつたものを交えなが

ら書いてお ります。67ページまでが合理化のパーツでございます。

68ページロ以降が、事業改革ということで、ここも既に何度か御議論いただいてお りま

すので、大きな変更はございません。アライアンスという言葉がなかなかわか りづ らいの

ではないかといつた御指摘もございましたので、基本的に連携であるとか協力といつた言

葉に置きかえた りとかしてお ります。

あと、見てもまだ片仮名が多いですけれども、なるべく減 らすように努力しているつも

りでございます。

73ページ以降が、送配電部門のところでございます。

75ページが小売 り部門のところでございます。ここは以前から■■■■の方から、もう

少 しここをきちつと書いた方がいいという御指摘もございましたので、東京電力ともいろ

いろ議論 しながら、今後あり得るサービスというものの方向性も少 し具体的にした形で書

こうとい うことで、少 し書き足しをしてお ります。

75ページ③の上から3つ 目のパラグラフで、「ニーズにきめ細やかに対応 し、さまざま

な選択肢を提供 していくことが求められ、また、今後のエネルギーサービスにおける新た

ヘ
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し

な付加価値の源泉」といぅことで、■■■■の御指摘を踏まえた格好の文章を加えさせて
いただいたりしております。

76ページの下半分と 77ページの上半分も、少し東京電力とも協力
サービスが可能なのかということを、76ページの下から3つ 目のパラ
というところで書いたりしております。

しながら、どぅぃ ぅ

グラフ「具体的には」

計画 とはずれますが、76ページの上の方に、従来か らお示 ししてぃるビジネス・シナジ
ー・プロポーザルの採択案件の表がござぃますが、こちらの方は準備が整えば来週のどこ
かのタイ ミングでプ レス リリースをする予定で考えてお りますので、念のためお知 らせ を
しておきます。

78ページロ以降が意識改革、それを実行 していくためのさまざまな組織面での見直 し、
人事面での見直 しといったことで、ここも大きくは変更はございません。

そ うい う意味では念のためでござぃますが、79ページロの上の方か ら真ん中辺 りにかけ
て、アとイ と片仮名でござぃます。 ここら辺 りはまだ見えていない部分が若干あることも
あつて、これか らまだ東京電力 と調整 していかなくてはぃけない部分でございますので、
若干今後 も変更があ り得るのかなと考えてお ります。
82ページロ以降が財務基盤の強化 とい うことで、ここも前回の御指摘を踏まえなが ら修

正を行っていますが、大きく変更する部分はございません。
84ページが需給の見通 しです。

85ページ以降が料金のところで、料金の一番上のところに言いわけっぼく書いてお りま
すけれ ども、先 日、■■■■の方から若干言葉づかいで丁寧語だった り丁寧語でなかった
りとい うものが混在 しているとい う御指摘があって、実は我々もつ くっている段階か ら悩
みながらつ くってぉったゎけですが、ここの料金の部分 と賠償の部分についてはごらんに
なる方がどう受けとめるかとい うことを考えると、ここの部分だけは少 し丁寧な言葉づか
いをさせていただければということで、御了解いただけⅢばと思います。そぅぃぅ格好で
整理 させていただぃてぉ ります。

料金の関係の中身 としては、以前 と大きく変わってお りません。

88ページの真ん中ら辺に表が入つているかと思います。諸条件が変化 した場合の原価ヘ

の影響とい うことで、少 しコス ト増があって料金上げをお願いせざるを得ないとい うこと
で、ファク トをなるべく情報提供 した方がいいだろうとい うことで、例えば原子力が 1つ
稼働するしないでどれ ぐらいコス トが変わるのか等々について、わか りやすい資料をここ
で入れてはどうかということでございます。

90ページまでが料金の関係でございます。

91、 92ページが収支計画です。ここに収支計画を最終的には盛 り込んでいく格好にしよ

うかと考えてお ります。

93ページロが、経営責任でございますが、ここは今、見えなくなってお りますけれども、

先日、議論がありました役員の方がお持ちだった株を譲渡するとい う点については、税務
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の問題等 も含めて経営責任 とい う部分 とどうなのか とい うことがございま したので、これ

か ら記述は落 とした格好にさせていただいてお ります。

下から2つ 日のポツ、東電の子会社、関連会社及び電力業界団体の役職 とい うことで、

外縁をわかるようにさせていただいてお ります。

94ページ、これも先 日御議論いただいた中身は大きく変わつてお りませんが、特別事業

計画の確実な履行の確保 とい うことで、東電社内及び機構側でどうい うガバナンスを効か

せていくかとい うことでございますけれ ども、ここもまだ東京電力 との調撃が未了でござ

いますので、今後 もまだ変わる可能性がございますので、お含みおきくだ さい。

95ページロ以降は、大きな変更はございません。

私の方から、概略以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

82ページ関係、金融機関への協力の要請の内容 (P)ですけれ ども、記述がありますの

で、前回の委員会のときに私の方からお話 しました翌 日の 7日 が回答期限とい うことで、

大体出そろつたところだと思います。ざつくりでいいですから、感触だけ御報告いただけ

ますか。

7日 にニューマネーを要請 している先、こちらにお越 しいただいた りな

いしは日頭で電話でということで、その時点においての御協力とい うことで方向性の応諾

とい うのですか、大筋合意 と新聞に出ていた りしましたけれども、今後、細かな方向で詰

めていきましょうとい うことで、協力 していくとい う感触は得 られてお ります。

これからは、まさに融資の契約に向けた条文 とかコベナンツといつたところの議論が本

格化 していくとい う状況にな りますので、またそちらの方は御相談 させていただければと

思います。

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

それでは、47ページ以降 とい うことで大変範囲が広 うございますけれ ども、どの箇所に

ついても御質問、御意見をどうぞ。

■■■■、お願いいたします。
o■■■■  質問 といいますか、確認なのですが、84ページの 4行 日にグループ内分社化

や持ち株会社制などと書いてあ ります。 このグループ内分社化 とい うことはどうい う意味

ですか。持ち株会社 とグループ内分社の意味です。

グループ内分社化 とい うのは、ホールディング・カンパニー制等か

もしれませんけれども、グループの申で出資が閉じているといいますか、外から資本が入

っていないような状況を想定しています。カンパ■―制とい うのは、それを本当に切つて

しまうとい う形にするとい うところまでを指 していて、持ち株会社制への移行とい うのも、

必ず しもそれだけで言つているわけではないのですけれども、いわゆるホールディング・

カンパニー制というところまでです。

更にカンパニー制をもう一歩進めて、ミシンロを切るとい うところまでいくかどうかと

ヘ

ヘ
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いう話を書いてお ります。

○■■■■  ゎか りました。

もう一点、73ページのところです。アンシラリーサービス

うな余 リー般に見られない言葉なんですが、これは発表する

で書ぃていただけないでしょぅか。あるいは注を入れるとか

わか りました。

注を入れ な

コス トという私も舌をかみそ

ときにもう少 しや さしい言葉

○
―

り、考えさせていただきます。

かなり専門的な言葉なので。

○下河辺委員長 ありがとうございます。

―
、どぅぞ。

し

○■■■■ 経営合理化のところがございま した。 ここで中長期にわた り持続的かつ大胆

な合理化に取組み、国民負担の最小化を図ると書いてあるのです。私、昨 日のものを持つ

ているので何ページだかわか りませんが、私はここで 1つ書いておいた方がいいと思 うの
は、東京電力の行っている業務 というものは日本の国運を左右する極めて重要なものであ
りますから、劣化させないようにしなくてはいけないわけです。劣化させないようにする
ために、一番早くあっという間に劣化かつ一回劣化 したら元に戻 らないとい うものは人材
だと思 うのです。ですから、人材の劣化とい うものが起こりやすくかつ元に戻 しにくい。

それは何だといったら、士気であったり資質であった り規律であった りあるいは技術力
だつた りするわけです。そ うい うものをきちんと確保 して、質と量における電力のユニバ

ーサルサ■ビスを守らせながらやっていぐのだこいうことをきちんと書いておく必要があ
ると思います。

それを書いておかないと、持続的かつ大胆な合理化に取組み、国民負担の最小化を図る

とい う言葉が、本来ここで使つているつもりとは違った意味に理解されて しまうのではな

いかと思 うのです。

国民負担を最少化するとい うことは、言つてみれば電力の安定供給とい うものがきちん

とリーズナブルなコス トで品質が高くかつ必要な量が供給されて初めて確保 されるものな

のですけれども、そのために必要なものは人間ですから、まさに賠償機構の目的である国

民負担の最小化に最大の影響を及ぼす部分になると思います。

そのために必要なことは何かといったら、達成可能な目標を与えてやるとい うことであ

り、また予見可能な期間にそれを達成できるとい う目標を与えてやるとい うことだと思 う

んです。それがなければ、中長期にわたる持続的かつ大胆な合理化 ということを書
・
くと、

恐らく今の状況でしたら、原子力損害賠償支援機構から注入する資金の量とい うものはま

だ決まったわけではありませんから、どんどん増えていく。増えていくことによって、例

えば原子力損害賠償支援機構に返 してくるお金を何年で返せるかという期間はどんどん延

びるかもしれない。相当長期に延びるかもしれない。

さまざまな経済情勢から見て、電力事業の経営環境は今、よくなる方向には向いていま
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せんか ら、悪い方向に向かつてい くとい うことになると、必ず計画が悪い方に狂 うような

環境が生まれてくるとい うことにな りますので、その中で我慢 させ る、つま りここで頑張

ろうとい うふ うに頑張 らせ るために必要なのは、達成可能な目標を一定の期間内に達成 さ

せるとい うことであ り、いずれはちやんとこうなるんだとい う形を見せる必要があるわけ

です。

そこを書いた上で、持続的な努力、合理化努力 とい うもの常にやつていかなくてはいけ

ないし、磨きつついかなくてはいけないわけですか ら、別にその点に問題があるわけでは

ないですが、 ミス リー ドしないような前段の文章が要るような感 じがいた します。それが

1点 です。

もう一つは、ガバナンスのところなのですけれ ども、ガバナンスの ところで取締役会が

必要に応 じて柔軟に執行役の任命を行 うとい うことは当た り前の話であつて、当た り前の

話を事改めて書き出 してい くとい うことの意味は余 りないような気がするんです。ですか

ら、常に適材を求め、適所に配置するとかい うことなのだろ うと思 うんです。それは書か

ず もがなのような感 じが します。

会長の強いリーダーシップと書いてあります。会長がなかなか決まらないのも無理はな

いと思 うのですが、これは CEOで はないわけですから、CEOな ら CEO兼取締役会の議長 と

いうことになるんでしょうけれ ども、リーダーシップとい うものは何なのかよく意味がわ

からない感 じがします。

コーポレー ト部門なんかに外部の人材の活用を積極的に行 うとわざわざ書き込んでいま

す が 、

■■■■ですから、企業に責任を持たせようとするのであれば、こういうことは書かない
のであつて、適材を求め適所に配置するとい う一般原貝1で 日標を与えてや る、結果で責任

を取 らせ るとい うことにするのがいいのであつて、余計なことをいちいち差 し挟んで書 く

ことによつて、余計なハ レーションを起こす。あるいはそのつもりで書いているのかもし   ⌒

れないですが、不適切なことなのではないのかなとい う感 じがいた します。

あとは、カンパニー制 とい うものがいいか悪いかとい うことも相当議論があ りま して、

力 とカ 、そ うい うサー ビスな り財

うまくいつた例は余 り見ま

た商品をつ くつているとか

が組み合わされて 1つ の電

貨が生み出されているよう

けてみるとい うことの意味

、余 り断定 し過ぎない方が

ではないかとい う感 じがい

ヘ

せん。カンパニー制は、やつているものが違 う場合、全 く違つ

い う場合にはあり得るのですけれ ども、いろいろな違った仕事

な場合は、インテグレーションの方が大事であつて、それを分

がないわけではないですが、相当慎重でなければいけないので

いいのではないか。これも逆謄をつけた表現にした方がいいの

たします。

○下河辺委員長 貴重な御意見ありがとうございました。

I.vi?"
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○■■■■  大詰めに来ているので、もう細かいことですが、今の御意見について私は意
見が違いますので申 し上げさせてください。

ガバナンスの会長のリーダーシップとか外部人材の登用とその活用というものは、ごく
普通に行われていることなので、東電の場合はここで書く意味があると思つていますので、
これは書けばよろしいと思っています。わざゎざ取る必要はない。
あとカンパニー制については(日 本に成功例は幾らでもありますから、別に東電でうま

くいかないとここで決めつける必要はない。

fai(: : <",y yt\= して議論する必要もないということです。
ここに是非書いてほ しい。

中長期の大胆な合理化 とい うことについては、これ ごく当た

し

V

り前のことです。短期でもやっているし中期でもやっている

化を日々、世の中の変化に合わせて変身 していくとい うこと

別にここは東電で変わったことをやっているわけではない。

し長期でも、常に大胆な合理

すから、

人材の劣化 とい うことについても、そ うい う厳 しぃ合理化の道を選びながら、人材劣化
が起こらないように日々経営 していくことが経営者の役割だと思っていますので、これは
ごく当たり前のことだと思ってぃます。ここであえて取 り上げて議論することもないと思
つています。

○下河辺委員長 これもまた貴重な御意見ありがとうございました。

○■■■■ 人材の劣化は業種によってもいろいろ違 うと思います。例え

■■電力もそうですが、提供しているサービスの国家、経済に与える影響、国民生活に与
える影響は極めて深刻なものであって、 1日 もとまつた り停滞 した りしてはいけないとい

う性格を持ってお ります し、非常に大きな投資を伴った大変長期的な視野を必要 とする仕

事であ ります。

メーカーの話 と、インフラ事業の場合では共通項 もあ りますけれ ども、それぞれの特色

もあると思います。ですから、私は人材 とい うものは同 じよ うな業種の中で、 どのような

企業あるいは業種 と人材の確保について競争 し合 うか とい うところ、これ こそ人材はマー

ケッ トで動 くわけですから、そこのところについて現在、私は動揺が起こっていると見て

お ります。また、そ うい う事実 も幾つか具体例 として知ってお ります。

したがって、経営者の腕だ とい う話ではなくて、今、経営者だけではどうにもできない

ところに来ているのであって、原賠機構 とい うものは経営者で支援 し切れない、カバー し

切れないところを支援するためにあるわけですか ら、国 と経営者が一緒になって進 めてい

る中で、東京電力にすべて責任をかぶせ ることによって、 トンネルの先の見えないような

賃金カ ッ トをやるとかあるいはいろんなことや ります と、劣化は起こると思います。

起こつたときに、起こって当たり前だということにはならないのであり、起こらないよ

うにすることが経営者の腕だといったとしても、起こってしまえばしようがないのですか

―制云々を一般論 と
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ら、そこのところをもし日本の電力会社がここで今までのような良質な電気を提供できる

体制でなくなつたときに、原子力損害賠償支援機構がそのある種の引き金を引いたんだと

い うことになれば、その罪は大変重いとい うことにもなるわけですから、そこは慎重にし

ておいた方がいい。必ず逆胸をつけておくべき。逆櫓をつけた上で必要なものはやればい

い。

合理化なんてやるのは当た り前なんです。そんなことは言われなくてもだれでもわかつ

ています。毎 日毎 日磨 くんです。磨 くんだけれ ども、その磨き方が 日常のそ うい う人材確

保に支障を来さないような形でやるかどうかとい うところは、経営者が決めていいんだつ

たら決めるでしよう。 しかし、今、ここでいろんな人が口を出してああしろこうしろと言

っているわけですから、そのときに入れないでおくということにはならないと思 うんです。

ですから、我々はその点は一応留意 し、配慮 したんだとい う形をとつておかなければ、

我々自身が責任を負 うことになるとい うことになるので、私は入れておくべきだと思いま

す。

o■■■■  もう一回言わせてください。それ以上は申し上げません。

これは非常に大事なところなので、言つておきたいと思 うのですが、人材流動イじとい う

ものは釈迦に説法ですが、世の中の流れです。優秀な技術屋 さんをお互いに取 り合 うとい

うことはごく一般的に世の中で行われていることで、こうい うことを電力で特別に考えな

くてはいけないとい うことではなくて、こうい う社会の動きになると、人材の出し入れを

どううまくやつていくかとい うことは経営の手腕の問題なので、これは東電の経営陣の今

の能力あるいは新 しい経営陣の能力をもつてすれば十分できることで、これは当た り前の

ことですから、退職する人もいるしその部分を外部から確保 してくるとい うことは一般的

に当たり前のことで、決 してこの流動化の問題が劣化とい うことで電力の特殊な事情だと

とても私は考えられませんので、この点については是非、強調 しておきたいと思います。

以上です。あとは申し上げません。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

今、議論されているような点について、ちょつと論点は違 うかもしれませんけれ ども、

人材云々とい うことで■■■■の方から特にいただくような御意見はございますか。

o■■■■  私の知つている範囲でも、先ほど■■■■がおっしゃったようなことが起こ

りつつあるなとい うことは危惧 しています。こうい うことをどう書き込むのかとか、また

広い意味では電力の安定供給 とい う観点でどこが未練になつているのか若干気になつてい

るところもあるんですが、経営とかこんなところでここに何を書かないといけないのか、

まだ私もよくわからないところなんですが、事実としてはそ うい うことがあるとい うこと

は伺つています。

○下河辺委員長 ありがとうございます。

I.Eiz.
○■■■■  私 も人材の劣化に関 しては心配 しています。

ヘ

ヘ
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し

し

東京電力に関する経営・財務調査委員会で調べたときでも、少なくとも若年層のところ
は全産業平均 と比べても突出して高い賃金 というゎけでは決 してなかった。全体として高
目に出ているのは、む しろ年長のところが高かったとかいぅことがある。そ うい ぅことも
含めて、新人事制度に期待 しているとい うことがあったと思います。

一律 20%カ ッ トも機構が強いているのだとか、あるいは新規採用停止もここが強いてい
るのではない、あくまで人件費の抑制を要請 しているだけで、同 じ効果を持つなら一律抑
制でなくとも良いと言 うことは認識すべきです。ぃぃ大学の工学系の学生で、東電に行き
たいが、新規採用がなく残念、いつまで新規採用停止が続 くのか、とぃった話を聞いて、
そのような学生がいることを頼もしく思いました。特に技術系では、新規採用がいつまで
もできないとい ぅ状況になると人材の劣化が起きかねないとい うこともあると思います。
そういうことに関してこの機構が新規採用はけしからんととめているとか、人事制度を変
えるのはけしからんとかとめているとかいうィメージを持たれるとすれば、まずいと思い
ます。

ただ、人材の劣化をどう食いとめるのかに関してはいろんなやり方があると思いますか
ら、このや り方がいいと決めつける必要はないと思います。以上です。
○下河辺委員長 ありがとうございました。

|■■■、お願いしますι
御議論いただきまして、ありがとうございます。

こちらの方でも御相談させていただきますが、例えば今、御指摘があった点は我々の方
でも実際に現場で聞いて、そ うい う部分が心配されるとい うことは感 じてお りますので、
例えば意識改革の辺 りにそ ぅぃった趣旨のことあるいは士気 とか、そ ういらたものが安定

供給なりその間、事を進めるのには大事だということで、例えば 12ページ、13ページの

辺 りで意識改革の部分があるわけですけれ ども、そ ういったことに配慮 しながらやってい

かなくてはいけないということを加えるとか、ちょっとそこは工夫 していきたいなと思つ

てお ります。そ うい うことで御了承いただければと思います。

○下河辺委員長 わか りました。

人材問題については、先 日、持ちました第 3回 日の経営改革委員会のときにも私の方か

ら東電の社長には特段の配慮ができないものかとい うことで、申し入れをしているところ

でございまして、西澤社長が大分苦渋の表情を浮かべておられま したけれ ども、そ うい う

御意見をいただいたとい うことで、考えてみます とい うお返事はちょうだいしてお ります。

この関係で、■■■■、広くても結構です。
○|■■■  別のポイン トで 2点 ございます。78ページロのガバナンス改革の部分ですが、

内容は盛 り沢山ですが、一方で読み手にとっては、全部読まない と、全貌がどうなってい

るかわからないのではと危惧 します。 もしできればポンチ絵 を入れていただいた方がいい

，
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のかなと思 うのです。読み手にとつて、 どんな形の経営のモニタリング体制 とか執行体制

とい うのが直感的にわかつていいのかなと思いました。それが 1点 日です。

2点 目が 86ページの料金改定についてですが、読んでお ります と、前提など前置きの文

章がずつと続いていて、最終的に何%に なつたか とい う結論はじつくりと探 さない とわか

らない ところに、具体的には 88ページロの長期取 り組みの次のパラグラフに少 し書いてあ

る程度で、結局、一体何を何%と しているのか とい う結論の部分がないのです。

結論をきちんと書くか書かないかは議論があるかもしれませんが、読み手にとつては、

結論を前に書いた上でそこに至つたロジックを展開するような書きぶ りの方が、ス トレス

がないのかもしれません。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

叙述の仕方というか結論を冒頭にぼんと。最初からぼんと掲げたらどうかとい う御趣旨

のようですが、■■■■、何かありますか。
おっしゃることはもつともだと思いますので、今の意見を検討 させてい

ただきます。

○下河辺委員長 検討いたしますか。

その関係で御意見はありますか。

―
、どうぞ。

o■■■■ 私も料金のところなのです。 とりあえず、ここの報告書で書かれないレベル

の細かい話については、運営委員会で発言する必要はないですねとい うことを確認 したい。

具体的にこの費用項 目が本当に対応 しているかどうかという、個別に説明 していただいた

部分は個別に検討すればいい、ここで発言 しなくて良いしここでオーソライズする必要は

ないですね、とい う確認だけさせて下さい。

そ ぅですね。

一応、計画を委員会 として議決 していただいて出 していただくのは、この計画で記述 さ

れている部分 と、あと、まだお示 しできていないのですけれ ども、参考資料みたいなもの

は付けると思いますので、それは一部議決の対象になるめか。参考資料はならないんで し

たか。

参考資料はならないです。

では、議決の対象は、この計画本文でございます。

資料で例えば東京電力のクレジッ トとかそ うい うものは、どちらかとい

ではないとい う理解でございますので、まず、位置づけとしてはそ うい

った点は個別におつしやつていただければ.書いている範囲内であれば、

っていただいた方がいいかと思います。

事務当局はそ うい う理解、認識をしているようですが、いかがでござい

ヘ

ヘ

それか ら、参考

うと、議決の対象

うことでおつしや

この場でおつしや

○下河辺委員長

ますか。

o■■■■  わか りました。
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○下河辺委員長 その点でよろしいですか。

料金問題については御案内のとお り、明 日、

ると思います。

○下河辺委員長

○

○下河辺委員長

そのものは資料と

○

識 者
会議がパブコメを受けて最終的な意見書をとりまとめる予定になっておるようでございま
すけれ ども、有識者委員会の報告書そのものは文中に今後、引用されるということも可能
性 としてはぁるのでしょうが、参考資料としてこの計画の中に添付されるとい うことはな
いわけで しょう。

多分、有識者会議の報告のポイン トのようなものは参考資料 として付け

ダイジエス ト版 をつ くって。

当然、議決の対象ではあ りません。

別冊の形式になる可能性が高いけれ ども、明 日出る有識者会議の報告書
して くつ付 くみたいな可能性はないわけではないのですか。

はい。それはそ うぃ ぅふ うに考えてお ります。
し

し

○下河辺委員長 わか りま した。

その関

“

で■■■■、何か特にございますか。
OI■■■ ありません。
○下河辺委員長 それはそれ とい うことでよろしいですか。

料金関係について、その他何か御意見、御質問あ りますで しょぅか。

料金関係、
―

は何か特にございますか。

○|■■■ ありません。
○下河辺委員長 では、料金問題に限らず 47ページ以降、最後までということで大変範囲
が広 うございますけれ ども、何かございますか。

―
、どぅぞ。

○■■■■ 人材流出のところをもう一回。前回か前々回かで申し上げたと思 うのですが、

もう一回申し上げたいのです。

これは私の個人的な意見かもしれませんが、 人材が流出

するときには給与を一時カッ トとか、そ うぃ ぅ要因よりもむ しろ合理化をしているときの

会社の将来像について希望が持てないとい うことが一番大きいのです。

ですか ら、今回この答申によって東電が新 しい姿に生まれ変わって、それをこうい う形

で東電は新 しい東電 として生きていますよとい うことを早 く従業員に知 らせ ることが人材

の劣化 といいますか、流出を防 ぐ一番大事なことだ と思 うのです。

ですから、単純に賃金カッ トと合理化 と人材の劣化を結び付けない方がいい、結び付か

ないと考える。繰 り返 し申し上げますが、一番大事なのは新生東電の姿を早 く見せて、従

業員が働けばちゃん と希望を持てる仕事ができるとい うものを与えることが大事なのです。

ですから、早 く答申を しっか りしたい とい うこと。

もう一つは、前回申 し上げましたけれ ども、技術屋の採用です。事務屋の方は汎用性が
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あるので、数年間欠員ができても何 とかつなげられ るのですが、技術屋については非常に

特殊技術が必要なので、これが欠けてしま うと操業できませんので、競争力を失います。

人材の採用はここで触れる必要はありませんけれ ども、今後、新経営陣が人材 を補充す る

ときにここは是非、続けてほ しい。

大学の方も非常に学部そのものの存在に関わつて くるので、困るのです。ですか ら、是

非、それは合理化 とは別に将来を見つめた人材の補充はやつてほしいと思つています。

以上です。

○下河辺委員長 あ りがとうございます。

。::::｀ 環:呂h■■が言つたことは当
[子二」「阜言i』 I]蕎 |ま[「8FI]`

とい うか姿を見せてあげることが一番必要。

3年 とか 5年だ と思 うのですけれ ども、こうい う姿になるとい うのが見えていれば我慢す

ると思います。賃金の一時カ ッ トは我慢するで しよう。でも、中期、長期にわたつて持続

的にとい うことだけだと、我慢 しない と思 うのです。

今の東京電力の置かれている状況を客観的に見て、総合特別事業計画を見た ときに、こ

こで新生東電 と言つているものは本当に新生東電なのかといつたら、そ うではあ りません

ね。単に委員会設置会社に しただけであるし、少なくとも経営が自律的に経営意思判断を

行い、そ して、料金の範囲内で自分の責任を果た していける絵が描けているわけではない

のです。

原子力損害賠償支援機構 とい うものがあつて、料金だけでは決 して賄 うことができない

賠償、除染、廃炉の費用をお前 らの責任だとい う形になつている。

そこで原子力損害賠償支援機構が出てくるわけですが、そ うすると、そのお金は後で毎

年返 していくとい うことになるわけですか ら、返 していく期間は相当長期にわたる。金額

が確定 していれば、何年 とい うのが見えるかもしれませんが、まだ全然確定 していないわ

けであ りま して、損害賠償 も除染 も幾 らヤ|な るかわからない とい う状況。

もう片方で、燃料の費用が どうなつているのか。発電燃料の費用は上がる傾向にはあ り

ますが、下がる様子は見えない とい う状況になつています。

そ うすると、10年 、20年あるいは 30年、へたすると何十年にわたつて、そ うい う状況

が続 くかもしれない。原賠機構 とい うお りの中に東京電力が入つている姿が続 くかもしれ

ないとい うことは、だれが見ても見えているわけなので、明るい ビジヨン、未来を見せて

あげること自体がこの計画では全 く白々 しいお話に しか聞こえないとい うことになつて し

ま うと思 うのです。

そのことを承知の上で我々は今、できることはここまでですよとい うことをやつている

ゎけですか ら、そ うすると、新 しい新生東電 とい うものはいつ出てくるのか。恐 らくそれ

は責任が明確に、料金で払 う部分 と税金で払 う部分が区分 された ときにならなければ出て

きや しないのです。でも、それは今、できないわけです し、法律の建前もそ うなつていな
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し

し

いから、その中でいずれはそ ういぅ形できちんとした姿になるのだという希望を持たせる
ようにしなければいけないだろう。

それは経営者の腕かもしれないが、こちら側が経営者の腕 を発揮できるような、言わば
足踏み台か土台は用意 してあげるような書きぶ りは入れておいた方がいい とぃ うのが私の
意見なので、別に■■■■の言つていることに反対なわけではないのです よ。希望を与え
なくてはぃけない。では、希望を与えるにはどうしたらいいか とぃ う具体論なのです。

賃金は、数年間にわたって切るぐらいのことな ら大丈夫だ と思 うのです。

去を遮断できるとい うのが見えていたから、
我慢できたのです。特別負担金か何かでもつて、これは過去がずっと付いて回るのです。
そ うすると、それを見たときに、若い人たちはここにずっといるよりもどこかへ飛び出し
た方がいいと思 うのは、ごく自然ですね。そこのところを少なくとも配慮 した形を残 して
おく必要があると思います。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、一応、一通 り御意見をちょうだぃいた しましたので、また、今週の金曜 日の
運営委員会のときに今 日、いただいた意見を踏まえてお諮 りをいたしたぃと―思います。

■■■■からちょうだいいたしました、例の逆鱈という話についても
や|■■■からょく■■■■にも御意見の趣旨を伝えておきたぃ

と思います。機構が義経になることはございませんので、その点については最大限の配慮
をしていきたいと思ってお ります。

それでは、今 日の段階での総合特別事業計画についての御意見をお聞きするというのは、
よろしゅうございますか。

次の議題に移 りたいと思います。機構の資金調達の件について報告を受けたいと思いま

す。

御案内のとお り総合特別事業計画に基づいて、今後、東京電力に対 して機構は資金援助
を行 うことになりますが、その資金援助の原資としては、政府保証付き借入等を行 う必要
があります。賠償資金そのものは国からの交付国債を受け取 りまして、それを必要に応 じ

て換金するという形になりますけれ ども、エクイティを注入するとか、その他の資金援助

については交付国債を使 うという立て付けにはなってお りませんので、政府の保証付きの

借入等を別途行つて調達をするということになります。

これまで全 く御説明を申し上げてお りませんでしたが、本 日は機構の資金調達の方法や

スケジュール等につきまして、担当していただいてお ります

概略を資料に基づいて御説明いただきたいと思います。

よろしくお願いします。

方か ら、その

でございます。

と書いてあります、A4の横の「機構の資金調達について」とい うカラーの右方に資料 4
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資料でございます。

表紙 をおめくりいだきます と、2ページロ、今 日、申し上げたいのは 3点 ございまして、

1つは、 1と して機構の資金フローの前提。 これは今、委員長か ら御説明いただきました

けれ ども、御確認でございます。 2番 目に基本方針、 3番 目にスケジユール、この 3点 で

ございます。

まず、 1の 資金フローの大前提でございますが、賠償資金の交付は当初 5兆 円ございま

した交付国債の償還金でございます。一方で、株式の引受等の資金援助は政府保証付き借

入等 とい うことで、23年度は 2兆 円補償額、24年度は現在国会審議中ですが、4兆 円 (政

府案)と なつてお ります。

3ページ、簡単なポンチ絵で恐縮ですが、真ん中に賠償機構を置きま して、交付国債が

当初 5兆 円ですけれ ども、矢印の流れを細いものと太いもので大きく 2つ に分けてござい

ます。

交付国債、償還請求を政府にいた します と、政府 といた しま しては一時的には国債整理

基金特会ですが、最終的にはエネルギー対策特別特会が市中か ら借 り入れて、請求 された

交付国債を現金化 し、その現金化 されたものを賠償資金 として東電に交付 し、それが賠償

金 として渡るとい う流れでございます。

この返済原資は、先ほどあ りま した特別負担金及び負担金で国庫納付 されて、最終的に

は償還 され るとい う流れでございまして、この交付国債は法案審議中に附帯決議の中で賠

償資金に限定す ると国会の意思 として決められてお ります。

もう一方の株式の引受等の資金援助、赤い太い矢印で書かせていただいてお りますが、

これにつきま しては別途民間か ら借 り入れ る必要があ り、その際に政府の保証が付 くとい

うことで 23年度は 2兆 円の枠があるとい うことでございます。

2ページに戻つていただきます と、こうした前提の下で今般、現在検討 されてお ります

1兆 円規模の資金援助、株式引受等を行 うための資金を確保する必要があるわけですが、

公的機関ですので、透明性の高い手続で効率的かつ確実に調達す る必要があるわけでござ

います。

その際に他の公的法人あるいは独法の例を見ます と、シンジケー ト・ ローンによる金利

競争入札方式が一般的になつてお ります。金利競争入札を導入 している趣旨ですが、これ

は金利の低いものか ら順次、応募額を予定額まで割 り当てていくとい うことで幅広い貸 し

手の参加を募ることが可能であ りまして、また、公正な金利決定であると言われてお りま

す。

また、シンジケー ト・ ローン方式をとります と、ア レンジャー兼エージェン トとい う、

これは銀行が通常な りますが、それを採用す ることにな りま して、この場合、ア レンジャ

ーに一定の札入れの協力をお願いするとい うことによります、札割れ リスクの軽減あるい

は事後的な決済事務、契約事務 リス トの軽減が図 られるわけでございます。

こうした方式をとります と、先ほど言いま した政府保証が得 られ るとい うことが前例か
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らして可能性が高いわけでござぃます し、また、それを前提 として日銀の適格担保になる
可能性が非常に高くござぃます。政府保証が付きます と、当然、私 どもとしては低利で調
達できます し、貸 し手 としては リスクゥェー トがゼ ロの試算でござぃますので、貸 しやす
くなる。

また、 日銀適格担保にな ります と、一旦、貸 したものを日銀の担堡に出 します と、す ぐ
に現金化できますので、そ ぅぃ う手元流動性にも資するとい うことで幅広 く使われている
や り方でござぃます。

現時点で他法人様の例を見ますと、大体 0.1～ o.2%の 間で調達できてぉ りますので、 1
兆円調達 しても年間金利は lo～ 20億程度 というレベル感で調達されておるところでござ
います。

念のためでござぃますが、 4ページロのポンチ絵をごらんいただけますか。今、申し上
げたことを絵にしてござぃまして、あくまでも入札参加金融機関から応募を受けるのは当
機構でござぃまして、当機構が応募を受けて集計 し、落札先を決定するわけでございます
けれ ども、その事務委託として事務局回 りをアレンジャー兼エージェン ト銀行にやってぃ
ただくとい うことでござぃます。

アレンジャーにつきましては、入札前から入札時までは参力1機関の招聘の協力をしてい
ただくです とか、入札時には札割れ防止の協力をしていただく。また、一二、落札先が決
まった後にはエージャン トとして、各金融機関の調印手続を代行 していただいた り、ある
いは決済資金を集めていただきまして、機構 としてはァレンジャー銀行と 1本の貸出金の
流れをつくることができるとい う関連でござぃます。

恐縮ですが、また 2ページにお戻 りくださぃ。

以上の方式で 「3.ス ケジュール」でござぃます。まず、足元でございますけれ ども、
23年度は 2兆 円?枠がございましたので、昨年 12月 に万全を期すために、本年度のアレ
ンジャーを公募で決定させていただぃてぉ ります。そのアレンジャーの下で先月、2月 14

日に金融機関に対 しまして機構の業務等を説明する会を開催 させていただぃてお り、lo3

社が参加してござぃます。その参加者等に対しまして、まさに本日ですが、3月 14日 を目
途に入札の御意思等があって、今後、検討するとい う先には御登録いただけないか と呼び
かけてお ります。

その結果が別紙 とい うことで 7ページ、本 日も重ねて申し込みがございますが、13日 現
在の入札参加登録機関の一覧表でございます。合計 47先でございますが、都銀等で 4先 、
信託で 2先 、外資系で 1先、地銀で 34先 、保険会社で 3先 、その他で 3先 とい うことで、
まずまず集まってきてぃただいてお りますけれ ども、今後 とも拡大 していこぅと思ってお

ります。個別の先につきま しては、右方に 「対外非公表」 とあ りますが、シンジケー ト・

ローンの場合、参加銀行の名前は最終的に付 されます。その母体 となる登録でございます

ので、個社名は非公表 とさせていただき、先数だけ大 くくりで公表 しようと考えてお りま

す。
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なお、当機構の資金調達は国策 として非常に重要でございますので、オールジヤパンで

これを支えてフアイナンス していく取 り組む姿勢が大事か と思つてお りますので、地銀の

ところを特に今後、入念に増や してい く必要があると考えてお りまして、場合によつては

本店にまで訪れて丁寧な説明に心がけようと思つてお ります。

特に東北地区は        と現在ありますけれども、既にこれ らの銀行について

は本店まで出向いて、当該貸付けの趣旨についてお話 しさせていただいているところでご

ざいま して、引き続き努力 してまい りたい と考えてお ります。

また 2ページロにお戻 りいただき、ここか らが大事な今後の調達の場面になるわけでご

ざいますが、来月 24年 4月 でございますけれ ども、24年度のア レンジヤーを選定する必

要がございます。資金規模が 1兆円規模 と見えてまい りま したので、この場合、 2～ 3行

の共同 したア レンジヤーも可 として公募 しようと考えてお ります。ア レンジャーが選定 さ

れます と、実際に資金が必要 となる 5月 か ら 6月 にかけまして、入札参加登録を更に広げ

た上で複数回に分けて分割 して入札を考えてございます。

具体的には、入札を公告 しましてから入札の実施までは 15日 ～20日 程度。入札実施か

ら貸金の実行まで 10日 程度ですので、約 1か月弱をサイクル と考えますと、 5月 に 1回 、

6月 に 1回 とい う入札が現実的かなと考えてお ります。

この際、1年 もので調達するということを考えてお りますので、25年度以降に借換が生

じます。借換の際には、政府保証債 ということで現実的には 2年 もの、 4年 ものなど年限

の多様化が図ることができます し、より幅広い投資家層に呼びかけることができますので、

この点も検討 しながら対応 してまいりたいとい うことで、今後 とも節 日、節 目で御報告さ

せてぃただければとい うことで、私からの報告は以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

、何か御質問、御意見等はございますか。

ol■■■ 御説明、ありがとうございました。
今、御説明があつたように、より多 くの金融機関の方々に御協力賜つて、当座 としての

資金調達は何 とかできたのではと思つてお ります。オールジャパンとい う御発言がござい

ましたが、この言葉に強く共感を覚えま した し、そ うい う方向で していかなければいけな

いと思います。

先ほどおつしやつたように、本店への御説明とか、そ うした活動は是非積極的にやつて

そ してその方々とともに常にウォ ッチ してい
いただいて、より多 くの方々を巻き込んで、

くといいますか、そんなような体制を日本 として取つていつた方がよろしいかと思います。

○下河辺委員長 あ りがとうございました。

その他、この件につきま して御発言 ございます。 よろしゅうございますか。

それではt報告は以上 とい うことで、ちよつと御説明が前後いた しま したけれ ども、た

だいまから資料を 1部机上配付 させていただきます。東京電力の方で準備 してお ります、

料金値上げ関係の資料にな りますので、この内容について概略を■■■■ の方か ら御説明

⌒

ヘ
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し

し

いただ きたい と思います。

0       先 日の委員会でも御議論があ
'り

ま したょぅに、今回は料金改定の申請が
計画の後に引き続いて東京電力が行われることが予定 されてお りま して、その料金改定に
当たっては、きちんとどうぃ ぅ原因なのか、 どうぃ う説明を していくのか、あるいはどん
な負担軽減のための努力を しているのかといったょ ぅなことを丁寧に情報開示すべきだろ
うとい う御指摘 もございま したので、これはあくまでも東京電力の資料 として とぃ ぅこと
でございますけれ ども、そのための資料を今、作成 してお ります。

これを皆様にも御議論いただいて、ぁくまでも東京電力のクレジッ トとぃ うことではぁ
りますけれども、総合計画を出したと同時に参考資料として外向|ナ に出していくというこ
とを想定してぉります。

資料は 3種類お配 りしてお りますけれ ども、 1枚ペラでワー ドの文書、これは東京電力
としての今回の料金改定についてのお願いのお手紙を付けてお ります。書いてござぃます
のは、東京電力の今の財務状況が非常に厳 しいとい ぅ.こ とで、料金の値上げをお願 いせ ざ
るを得ない状況だとい うことき

それから、大前提 としてとぃ うことで 4つ 日のパラグラフに書いてござぃますように、
最大限のコス トダゥンをするとい うことに加えて、 4行 日辺 りから書いてありますように
情報開示を徹底するとい うことで、今回こうい う資料を用意 したとぃ ぅこと書いている文
書でございます。

パワーポィン トの分厚いものが、その本体になるわけですけれ ども、これを簡単にポィ
ン トだけかぃつまんで御説明をさせてぃただこぅと思います。
表紙をめくってぃただぃて、日次が裏面に 1ページロとしてあるかと思いますけれ ども、

原価算定の概要。

2番 目として、それぞれの費 目ごとの内訳についての説明、この中で増加要因あるいは
合理化でこれだけのことをしてコス ト増を抑えているといったょうなことなどを、図表な
どを交えながら書いてお ります。

3つ 日の項 目として、規制部門、自由部門に料金として展開していくわけですけれ ども、
それに関係する資料でございます。

4つ 目の項 目として、特に今回は規制料金 とい うことで、御家庭への負担をお願いしな
ければいけないとい うことで、そこについての考え方に関すること。

5つ 目の項 目として、各部門において、それぞれ さまざまなメニューを出していこうと
いうことで、それについての関連する資料です。

6つ 目の項 目として、説明を徹底 していくとい うことでございますので、どういった形

で説明していくかということに関する資料を付けてお ります。

補足として、若干詳 しい資料を御用命の方もいらっしゃるかと思いますので、少 し詳 し

めの資料を補足資料 として後ろの方に付けているという構成にしてはどうかとい うことで

ございます。
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2ページロ以降が内容でございます。

1つ 目の項 目として、原価算定の概要 とい うことで、今回の原価算定期間は 3年間 と設

定 しているとい うこと。

下のグラフにもございます ように、今回の場合は平成 20年度の前回の改定時か ら初めて

の改定 とい うことで、グラフの右側の 2つが今回のものでございます。

まず コス ト増 として、5,695億 円のコス ト増がある。それに対 して合理化努力によつて、

その上げ幅を抑えるとい うことで、原価 と原価め比較では 5兆 3,000億か ら5兆 6,000億

の増になつているわけでございますが、一方で、総括原価主義でございますので、この原

価を収入で賄 うことが必要であるとい うことで、今後 3年間の見通 しをベースに、現在の

料金で収入を賄 うとした場合には、一番右側の棒でございますが、4,900億でございます

ので、この原価 5兆 6,000億 に対 して不足額が 6,721億 円あるとい う状況でございますの

で、この部分について料金の値上げをお願い したい とい うのが全体の概要でございます。

この点について、いろいろと■■■■か らも御指導をいただいた点がございますので、

これは後ほど触れ させていただきたい と思います。

先に進ませていただきま して、 3ページロが原価算定の概要 とい うことで、この原価の

内訳についての数値を記載 してお ります。 これが左側の下にある表でございます。

右側の下に※印 として 3点書いてあると思いますけれ ども、3点 目の真ん中のところで、

今回の 3年間の原価算定に当たつては、原発の稼働 を借 り置きとして仮定 してお りますの

で、この点についての内容 もここで少 し、安全・安心を確保 しつつ地元の理解をいただく

とぃ うことを前提 としなが らも、 3年 間の原価の計画でございますので、こうい う仮定を

置いているとい うことを記載 させていただいてお ります。

4ページロ、当然でございますけれ ども、原価の大前提である需給バランスがどうなつ

ているかとい うことでありますが、ここは特に右下のグラフにございます ように、前回か

ら今回にかけて原子力がが くつと落ちて火力の部分が大幅に膨 らんだ関係で、その火力の

炊き増 しをすることにより燃料費等が 4,443億 円増えるとい うところが、かな り効いてき

ているとい うことを全体感 としてお示 ししているところでございます。

5ページロ、これは合理化の努力についての数値でございます。 この赤 く囲ってあ りま

すように、2,785億 円が年平均ベースでの合理化努力の成果でございます。

6ページロ以降が、各費 目ごとに書いているものでございますけれ ども、人件費につい

ては御存 じのように下にあ ります ように 8,005億 円、約 2割程度の削減努力をしていると

ぃ うことの御紹介でございます。

7ページロ、人件費についての有識者会議で御指摘があつた点についての対応ぶ りのも

のでございます。グラフでいいます と赤い棒、一番右の 571と い う部分が今回の東京電力

の人件費の レベルでございますけれ ども、これがグラフで言 うと 2本左、543と 577、 全産

業あるいは他の公益、失礼 しました緑ですね、左か ら3つ 目の 612で ございますけれ ども、

他の公益企業の平均、この両者を勘案 しなが ら決めるべきだとい う御指摘で、それに適合
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した形にさせていただぃてぃるということを示 してお ります。
8ページロ、燃料費については、先ほどの繰 り返 しでござぃますが、表の括弧でくくっ

ている部分、今回から前回の差分でございますけれ ども、火力のところが 4,214億 円、 ト
ータル して 4,443億 円の増量になっているとい うことの説明でございます。

9ページロ、今回、 3年間の原価算定期間ということでござぃますので、これを年度展
開 してどうなるかとい うことで、赤く丸で囲ってありますけれ ども、24年度から 25年度、
26年度にかけて、原発が少 しずつ稼働 していく関係で、単価が少 しずつ下がっていく構造
になっていることを示 してお ります。そ うすることによって、 3年間平均 とい うことで上
げ幅を抑制 した格好になってござぃます。

10ページロ、修繕費についてあ合理化に関 して説明資料でございます。
Hページロ、原価償却費でございます。こちらの方はマイナスになってお りますが、冒

頭の文字のところに書いてござぃますように、緊急設置電源等の増量分がある中で、一方
で償却が進行 しているということで、 トータルで 700億の減少になっているとい うことで
ございます。

12ページロ、今の増要因の主たる要因である緊急設置電源について、どうい う地点で、
どうい うことをできるのか、どういうものを置いているのかとい うことを明らかにしてお
ります。

13ページロ、事業報酬でございますが、レー トベースとしてどぅい うことが行われてい
るか。それから、その結果 として事業部署がどうなるかとい うことでござぃますけれ ども、
レー トベースにつきましては、有識者会議の議論等を踏まえて、一部外 しているというこ
と。それから、福島第一の 5、 6、 福島第二については、まだ廃炉とい うことを会社 とし
ては宣言 してお りませんけれ ども、実質的にレー トですから今回はカットしているとい う
ことでございます。

事業報酬率については、これは震災に伴 うリスクの高まりを反映 して、特に東京電力の

場合にリスクが高まっているとい うことで、現行よりも高まるリスクも十分ある中で、一

方で料金への負担を抑制するとい うことで、前回並みの 3%と してぃるという説明がござ
います。

14ページロ、設備投資額の推移。

15ページロ、公租公課についての推進でございます。

16ページロ以降が、その他経費関係でございます。特に黄色くしてあるところが、今回

大きく増えているところでございまして、委託費、一般負担金、固定資産除却費等々でご

ざいます。

17ペ ージロ以降が、その諸経費に関 しての内訳の説明でございますけれ ども、有識者会

議で御指摘を受けた広告宣伝費についての対応、18ページロが、その寄附金、団体費等に

ついての対応ぶ りが、ここで書かれてお ります。

19ページロが、安定化維持費用、いわゆる 1～ 4号機の廃止措置に関連する経常的な費
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用、特に現場の作業員の方の放射線管理であるとか線量点検対策等々についての経常的な

費用、委託費等々でございますけれ ども、原価の中で算入をお願い したい とい う説明資料

でございます。

20ページロが、賠償関係、これも人件費 とい うか委託費ですね。外部の方に対する委託

費の説明でございます。 この点は、今はついてお りませんけれ ども、賠償の方でどんな取

組みをしているのか とい うのを、今 日は用意できてお りませんけれ ども、次の紙に 1枚足

そ うか と考えてお ります。

21、 22ページロが、今までの原価を規制部門と自由化部門に展開 していつた ときに、ど

うなるか とい うことをグラフでお示 ししているものでございます。

23ページロが、モデル料金の推移の参考資料。

24ページ ロが、標準家庭におけるモデル料金の推移 とい うことで、特にここは表の右側

にございますけれ ども、24年の改定で一般家庭のモデルの御家庭が、どの程度の料金の負

担増になるのか といつたようなことをお示 しすることにな ります。今はまだ数字が最終的

に固まつてお りませんのでペケがついていますけれ ども、ここでお示 ししてお ります。

25ページロ、今回、御家庭向けの料金の上げをお願いす るに当たつて、東京電力 として

も一定の配慮をしようとい うことで、上の四角枠にある文字の 2つ 日の黒い大きなポツの

中にございますけれ ども、いわゆる規制料金の場合は 3段階料金 とい うことになつてお り

ますけれ ども、特に今回の値上げに当たつては、第 1段階、すなわちグラフで右下をごら

んいただくとわかるか と思いますけれ ども、.第 1段階 とい うのは、使用量の少ない部分に

っいての料金でございますが、ここの部分については、なるべ く値上げ幅を抑えることに

ょって、照明 とか冷蔵庫 といつた生活に必要不可欠な電気への影響を軽減する。あるいは

節電の実施によつてメ リッ トが大きくなるような料金体系 とするといつたような配慮をし

ようと考えてお ります。

26ページロ、負担軽減メニューの導入 とい うことで、26ペ ージが家庭向け、27ページ

以降が中小企業向け、29ペ ージ以降が中小企業の場合の参考事例、32ページが大企業向け

のメニューの御紹介でございます。

34、 35ページロ以降が、説明をどういつた形で していくか とい うことでございます。

36、 37ペ ージロは、節電についての説明でございます。

39ページロ以降は、これはやや詳 しい資料にな りますけれ ども、補足資料 とい うことで

さっきごらんいただければと思いますけれ ども、 1点、45ページをごらん くだ さい。

いろいろと御議論がありますが、自由化部門の料金について、文字のところに書いてご

ざいますよ うに、 1月 17日 に東京電力が 17%、 正確に言えば 16.7%の値上げのお願いを

発表 してお ります。ただ、今回規制料金の申請をすることによつて、原価の洗い替えをい

た しますので、その原価の見直 しを反映 したものを自由化部門にも反映 していく方針でご

ざいます。

その原価の洗い替えの結果を踏まえて、 4月 以降、認可までの差額相当を認可後に電気
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料金から減額、すなわち精算する予定だとい ぅことを説明しているものでござぃます。
その下の表が、自由化部門のときの考え方と今回の考え方についての対照表を記 してお

ります。

最後に、もう一枚パワーポィン トが付いてござぃます。これは、冒頭申し上げました、
本体の2ページロのグラフをどう説明するかこいうことで、これは|■■■からもいろい
ろと御指導をいただぃて、今、いろいろと悩んでいるところではござぃますけれども、先
ほど申し上げましたよぅに、今回の料金上げをお願いする要因になる部分は、コス トが増
加 しているということに加えて、このグラフで言いますところの一番右側、ここは現行料
金での収入のレベルですが、収入が足 りてない。

すなわち、需要が足 りてない部分が一部あるわけでございますけれども、そこを併せて
不足額 として料金上げの要請をすることになるわけですけれ ども、この需要減少の部分を
料金上げをぉ願いす るとい うことを、 どこまではっき りと言 うか、言わないか とい ぅとこ
ろは配慮が必要ではないかとい ぅことで、 もう一つの 1枚の方は、少 し単位原価が上がっ
ているとい うことで説明 してはどうか とい うことで書いたものでございます。

すなわち、一番左、前回の平成 20年のときは、5兆 3,000億 の原価で、これは単価でい
います と 18.19円 /kWhと い ぅことだったゎけでございますけれ ども、コス ト増減がござ
いま して、今回の場合は 20.45円 /kWhと い うことで、単価ベースで上げが出ている

`一方で、収入ベースで見ます と、現行料金を適用 した場合には、 4兆 9,977億 円の収入
でございますので、収入単価 としては 18.03円 とい うことでござぃますので、したがって、
この 20.45円 の原価 と 18.03円 の差分が不足額になっているとい うことで、これにキロヮ
ツ トアワーをかける 6,721億 が不足するとい う説明をするのが、もう一つの案 とい うこと
で、こちらも付けさせていただぃてぉ ります。

ここは、一番最初の入 り日の ところでございますので、非常に大事な部分か と思います。
正直申し上げて今 日の時点で、 どうぃ う説明が一番望ま しいのか、東京電力 としてもまだ

決めかねている状況ではございますが、この辺 りは引き続き検討 した上で、今 日皆様にも

御議論いただければと思いますけれ ども、また今 日の御議論を踏まえて検討 していきたぃ

と考えてお ります。

ちよつと長 くな りま したけれ ども、以上です。

○下河辺委員長 あ りが とうございま した。

最後に説明がありま したホ ッチキス止めの 2ページと単 ピラの 2ページ'の 説明ぶ りと

いいますか、時間もあ りませんので、この関係について何か御意見、御感想はございます

で しょっか。

○■■■■ これはいつ出される予定なんですか。
○       今、考えてお りますのは、総合計画の認定がなされたときに計画自体を

発表 しますので、それと同時に出すとい うことを考えてお ります。

○下河辺委員長 参考資料としてですか。
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とでず
o■■■■  この値上げのロジックは業界に詳 しくない方々がみると非常に複雑に感 じる

のではないで しようか。従来からの過大なコス トについての合理化は第二者委員会を通 じ

て、また機構の方でもさらに深堀 してやつてきたとい うことではあ りますが、一方で、需

要の方が、節電をお願い しているわけですか ら当然ですが、ものす ごく落ちている。 とい

ぅことは、売上が当然減っているわけで、ある意味でその部分も今回の値上げでお願い し

なければいけない。

法律を見ると、収入 とコス トが一緒でなければいけない と法律で決まつている。ただ、

常識的には、節電を皆 さんにお願い していて需要が減つた分も値上げするとい う言い方は

通らないと思います。苦肉の策かもしれませんが、いわゆる需要の原単位、つまリキロワ

ット当たりの原単位単価が燃料費消費が増加したことで、変わってきている。原単位プロ

ファイルが変わらたとして、皆様に御説明するという方法もあるかなと思つた次第でござ

います。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

この関係で、■■■■、何かございますか。
o■■■■  見せ方の問題ですね。 これは難 しいのですが、最初の図で私は違和感 を覚え

ませんで したが、しか しそれはこの業界に慣れているから、す とんと入つただけであつて、

普通にはよくわからないかもしれません。難 しいのは収入が減ると収入が減った分を料金

値上げで補てん して くれる制度ではなく、収入が減ると固定費の部分があ りますか ら、単

価を上げないと固定費は回収できない とい う効果があるか ら、収入が減ると値上げせ ざる

を得ないとい う点です。ルァルに従つてや るとこうなるとうまく伝 える必要があ ります。

一方で、この収入単価の理解が難 しいのは、販売電力量が減れば、その分だけ燃料費が

下がるわけです。逆に言えば、今回のコス ト増 5,695億 円ですが、もし需要が減少 してい

なければ、これよりももつとたくさん発電 しなければならなかつたから、コス トはもつと

増えていたはずです。

従つて、 2つの効果が関連 していて、その効果が合わさつた形で出てきている。可変費

が変動する部分 と固定費の部分です。 この収入単価の考え方だと、まるで、収入が減った

部分を値上げで補填 しているように見えて しまいます。更にコス トが節約できているとい

う部分がちやんと入つてないようにも見えて しまいます。確かに心配な見せ方です。

ただ、代替案 としてどの見せ方がいいのかは、今す ぐ思いつかないので、少 し考えます。

いずれにせ よ、難 しい問題があることは認識 しました。

○下河辺委員長 あ りがとうございます。

それでは、また次回までに事務局の方でもよく東電 と打ち合わせて考えていただきます。

最後ですけれ ども、 3月 8日

に持ちま した東京電力労働組合 との面談につきまして、資料をお配 りしてございますが、

ヘ

ヘ
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し

簡単IF伊藤審議役の方から御説明いただきましょう。

○      もう時間もありませんので、一言だけ、前回、運営委員会で御紹介 したと
お り、東京電力の労働組合 との関係で、あくまでも交渉とい うことではなくて情報交換 と
いうことで先方から御要望がございましたので、下河辺委員長、杉山理事長、そ して党の
電力改革 PTの座長 とい うお立場で、仙谷先生にも御同席をいただきまして面談をいた しま
したので、御報告いた します。

先方、新井委員長の方からは、 1番 目にありますように、まさに今 日の運営委員会での
御議論につながる話としまして、モチベーションの低下についての御懸念、あるいは定期
採用の実

“

の見送 り等に伴つて、若年層の人材流出が続いている状況。
これも|■■■、|■■■からも御指摘がありましたように、とにかく計画的な人材育

成に支障を来すことのないようにしてほしぃとぃ ぅぉ話.

そ して、 3つ 目の○にございますように、犯罪者のような厳 しい批判にさらされている
とい う自覚のもとで、自信 と誇 りを失いつつあるとい うことで、これも今 日の御議論にあ
りましたとお り、将来への希望が持てる改革としてほしぃとぃったょうなこと。
それ らを踏まえて、一番最後のパラにございますように、労使 自身の尊重は当然 としま

して、機構 と東電労組 との間でさまざまな意見交換が実施できるよう対話を求めたいとい

うお話がございました。

2枚 日、委員長からは、今までの運営委員会の御議論をサマライズする形で、例の組織
DD、 各現場にそれぞれ赴いて、いろいろな意見を聞いているとい うこと。

更には、賠償あるいは事故収東、電力の安定供給の現場でのモチベーションについては、
運営委員会でも非常に高く評価 しているとい うことを御紹介 してお ります。

理事長からもモチベーションについて、全く同感であるということに加えて、経営改革

委員会で事故収束については万全の資金なり、人材の配慮をしてほしいとぃ ぅことを要望
していること。あるいは先ほど委員長からもございましたように、技術、技能の継承に関
しまして、技術系の採用についてはいろいろ柔軟に対応すべきではないかとい うことを申

し出をしたということを御紹介 して、西沢社長からも工夫 して対応 したいとい う返答があ

つたということを御紹介 してございます。

ただ 1点、理事長の方から、あくまでも機構法上は当然のことながら、我々は事業者 と

しての東京電力に支援する。あるいは東京電力の経営の合理化が十分であるかどうかを評

価 し、そしてそれに伴つて側面から協力 していくとい う立場でございますので、労働組合

と直接機構が交渉する性格ではないとい うことをお伝えした上で、したがらて、個々の合

理化策の中身について、事前に組合 と意見交換することは難 しいということを御説明し、

ただ、まさに今回持ったような情報交換を行つていくとい うことは非常に有益だとい うこ

とをお伝えしてお ります。

質疑の中では、関連企業、東電本体のみならず、関連企業も大変であるとい う実態。

あるいは賠償の現場についての今の状況。
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4ページロの中段にございます ように、社内では労使交渉の中身 として労働条件の見直

しをしているわけですけれ ども、55%の組合員の方は見直 しやむなしと、45%はやは り納

得できない と、組合 としては、とにかくこの 45%を 減 らしていく方向で今、一生懸命やつ

ているとい うお話がございま した。

5ページロにございますよ うに、まさに今 日の御議論にもありま したように、特に若手

にとつて給与の関係では、今は しようがないんだけれ ども、これ以上の引下げはないんだ

と、頑張ればこれか ら上がつてい くとい う希望があればやつていける。あるいはいつにな

ったら正常な会社に戻れるのか とい う姿が見えてくるとやつていける。 こういつたお話が

労組の委員長な り副委員長か らございま した。

最後に料金の値上げの現場 とい うことで、実は H月 に回つたときには、基本的には仕方

がないとい う反応だつたようでございますけれ ども、その後、西沢社長の記者会見等ある

いは報道を経て、やは り年明け以降、非常に現場では厳 しい声が大きくなつていて、そ う

い う意味では組合にも非常に大変な状況 とい うことで伝わつているとい うお話がございま

した。

いずれに しま しても、終了後、新井委員長からは、今回のような機会を設けてもらつた

のは非常にありがたかつたとい うお言葉をいただいてお りま して、今 日の御議論を踏まえ

て、先ほ から申し上げたように、合理化の前提 としてモチベーシ ヨンをど

うい うふ うに維持 していくのかとい う書きぶ りを工夫 させていただきたい と思つてお りま

す。

以上でございます。

○下河辺委員長 あ りがとうございま した。

特に御質問はないか と思いますが、本 日、予定 してお りま した議事は以上でございます。

特になければ、今 日の第 12回 の運営委員会はこれで終わ りにいた したい と思います。議事

録等については、従前の取 り扱いと同 じでございます :

また、本 日もプ レス対応 とい うことは特段予定 してお りません。必要があれば委員長の

私 と事務局で対応 させていただきます。

次回の運営委員会は、間な しですけれ ども今週の金曜 日、16日 の午後 3時か ら2時間を

予定 してお ります。

また、週が変わ りますと来週お彼岸明けの 23日 、夕刻を予定 しているとい うことでござ

いますので、ひとつよろしくお願いいたします。

⌒

長時間、 どうもあ りが とうございま した。

午後 0時 05分 開会
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